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質問 

有害行為の中止要求に伴う専有部分への立ち入りについて。 

（相談概要） 

ペット飼育禁止のマンションで、ある居住者から隣戸でペットを飼育している旨の苦情がありました。 

再三、当社より飼育者に対して注意を行いましたが、当該居住者より「まだペットを飼育している様子な

ので住戸内に立ち入って確認して欲しい」との要請がありました。この要請に対して当社は応じることを

要しますか。 

 

  回答 

管理委託契約書の定めによりますが、マンション標準管理委託契約書によれば、第１

３条１項でマンション管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等

に対して、その専有部分への立入りを請求することができるとしており、通常は管理

組合に報告し判断を仰ぐこととなりますが、マンション管理業者の立場としては、本

件のような有害行為の中止要求に伴う専有部分への立ち入りは、他のトラブルを誘引

する恐れがあることから行うべきではないと考えられます。 

なお、マンション標準管理委託契約書第１１条第１項では、マンション管理業者は管

理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対し管理組合に代わって有害行為の

中止を求めることができるとあり、第２項でマンション管理業者がこれを行っても当

該組合員等がこれを中止しないときはその責めを免れ、その後の中止要求は管理組合

が行うこととしています。 

居住者からの依頼ではありますが、管理組合が主体として動くためにも、本件に関す

る対応は、理事長へ報告し管理組合(理事会)としての判断を仰ぐことが肝要です。 
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